
 

みやぎ自動車産業振興協議会 役員の選任（案）について 

 

みやぎ自動車産業振興協議会会則（平成１８年５月１１日施行）第７条第３項に基

づき，みやぎ自動車産業振興協議会役員（案）とし，同会則第６条第１項により総会

に付議する。 

 

 

 記  

○役員（案） 

 

役名 企業・団体名 役 職 名 氏 名 備 考 

幹事 

日立Ａｓｔｅｍｏ 

株式会社 

宮城事業所 

コーポレートオフィサー 大泉
おおいずみ

 一法
かずのり

 新任 

 

資料２ 

令和３年度みやぎ自動車産業振興協議会 

総会 第２号議案 


